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選 挙
特 集 号

みん なの政 治 大 事な選挙 1
2月
1
8日
は

第
3
7回
衆
議
院
議
員
選
挙
投
票
日
!
!

最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査

き
た
る
十
二
月
十
八
日
に
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
第
三
十

七
回
の
衆
議
院
議
員
選
挙
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
蠢
か
行

わ
れ
ま
す
。

今
回
の
選
挙
は
、
昭
和
五
十
五
年
の
衆
・
参
同
時
選
挙
以
来
、
=

耳
半
ぷ
り
の
衆
議
院
選
挙
と
な
り
ま
し
た
。

四
月
の
東
京
都
知
事
選
挙
と
足
立
区
議
会
議
員
選
挙
、
六
月
の

参
議
院
議
員
選
挙
に
続
い
て
、
今
年
四
回
目
の
選
挙
と
な
り
ま
す
。

心琢

行
わ
れ
た
い
ず
れ
の
潯
挙
も
有
権
者
の
関
心
は
高
く
な
く
、

残
念
な
が
Q

低
い
投
棄
率
に
終
つ
て
い
r
す
・

選
挙
は
、
私
達
が
政
治
に
参
加
す
る
大
切
な
第
「
歩
で
あ
る
と

と
も
に
私
達
の
憲
志
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
責
一
な
機
会
で
も
あ

り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
、
棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
大
切
な
一
票

を
投
票
し
ま
し
よ
う
。

足
立
区
で

投
票
で
き
る
方

今
回
の
選
挙
で
、
足
立
区
で
投
票
で
き

る
方
は
、
年
齢
満
ニ
ト
歳
以
上
で
、
足
立

区
の
選
挙
人
名
簿
に
ひ
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

名
簿
に
ひ
録
さ
れ
る
に
は
、
足
立
区
に

仕
み
は
じ
め
て
か
ら
基
準
日
(
卜
二
月
一一

日
)
ま
で
に
、
三
ヵ
月
以
上
た
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

足
立
区
に

転
入
し
て
き
た
方

昭
和
五
t
八
年
九
月
二
日
ま
で
に
足
立

区
に
転
人
し
、転
入
届
を
済
ま
せ
た
方
は
。

足
立
区
で
投
票
で
き
ま
す
。

昭
和
五
L
八
年
九
月
三
日
以
後
に
転
入

届
を
し
た
方
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
る
た
め
に
必
要
な
住
所
要
件
<
基
準
日
　

(
t
二
月
二
日
)
ま
で
に
三
ヵ
月
以
上
住

ん
で
い
る
こ
と
》
が
満
た
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
足
立
区
で
投
票
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
前
の
住
所
地
の
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
前
の
住
所

地
で
投
票
で
き
ま
す
。

足
立
区
内
で

転
居
し
た
方

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、

昭
和
五
卜
八
年
ト
ー
月
卜
五
日
ま
で
に
、

足
立
区
内
で
転
居
(
届
出
)
し
た
方
は
。新

住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
が
、

ト

ー月
十
六
日
以
後
に
転
居
(
届
出
)
し

た
方
は
、
旧
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

足
立
区
か
ら

転
出
し
た
方

昭
和
五
卜
八
年
八
月
十
八
日
以
後
、
足

立
区
か
ら
転
出
し
た
方
で
、
投
票
日
ま
で

足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

れ
ば
、
足
立
区
で
投
票
で
き
ま
す
。

な
お
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
卜
七
日
以

前
に
転
出
し
た
方
は
。
足
立
区
で
投
票
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

入
場
整
理
券

ご
自
分
の
を
切
り
は
な

し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い

入
場
整
理
券
は
、
世
帯
ご
と
に
二
名
ま

で
連
記
で
き
る
(
ガ
キ
で
、
お
送
り
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
一
枚
の
(
ガ
キ
に
二
人

分
の
入
場
整
理
券
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。

例
え
ぱ
、有
権
者
が
三
名
の
世
帯
に
は
、

(
ガ
キ
は
二
牧
(
一
枚
は
二
人
分
、も
う

一
枚
は
、一
人
分
)
お
送
り
し
ま
し
た
。

投
票
所
へ
お
い
で
に
な
る
と
き
は
ご
自

分
の
入
場
整
理
券
を
確
か
め
て
か
ら
、切

り
は
な
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
は
す
で
に
お
送
り
し
ま
し

た
が
、万
届
か
な
か
っ
た
り
、紛
失
し

た
り
し
て
も
、選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
れ
は
、投
票
で
き
ま
す
。投
票
日
当

日
、
投
票
所
の
『
庶
務
・
調
査
係
』
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
卜

足立区で
投票できますか?

最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査

は
、
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
、

最
初
の
衆
議
院
選
挙
の
際
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
前
回
昭
和
五
卜
五
年
の

衆
参
同
時
選
挙
か
ら
任
命
さ
れ
た
六

名
の
裁
判
官
が
、
審
査
に
付
さ
れ
ま

す
。投

票
は
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の

氏
名
。が
投
票
用
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い

裁
判
官
は
氏
名
の
L
の
記
岐
ら
ん
に
X

印
を
耆
い
て
く
だ
さ
い
。
や
め
さ

せ
た
い
裁
判
官
が
い
な
い
場
合
は
、

な
に
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報
は

新
聞
折
込
み
に

衆
議
院
満
員
選
挙
の
選
挙
公
報
と

最
高
軟
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
審

査
公
報
は
、
新
聞
折
込
み
で
お
届
け

し
ま
す
。

折
込
日
L

二
月
十
二
日
前
後
の

各
紙
朝
刊

(朝
日
、
サ
ン
ケ
イ
、
東
京
、
日

経
。
毎
日
、
読
売
の
各
新
聞
で
す
)

夸
こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い

な
い
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、
区
役

所
本
庁
舎
、
第
二
庁
舎
、
各
出
張
所

な
ど
の
区
の
施
設
を
は
じ
め
、
区
内

の
国
鉄
、
私
鉄
の
各
駅
等
に
百
卜
五

ヵ
所
の
選
挙
公
報
ス
タ
ン
ド
を
設
置

し
ま
し
た
の
で
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

明
る
い
遍
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品

高
木

優
さ
ん
(
弘
画
第
一
小
六
年
)

◎ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。
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忘れずに
投票しましょう

12月18日
午前7 時

～午後6時

投
票
日
に
投
票
所
へ

行
け
な
い
方
や

身
体
が
不
自
由
な
方
は
…

◎
不
在
者
投
票

投
票
は
、原
則
と
し
て
本
人
が
投
票
日

に
投
票
所
へ
わ
っ
て
行
う
も
の
で
す
が
、

次
の
よ
う
な
理
由
で
、当
日
投
票
所
へ
行

け
な
い
場
人
口
は
、不
在
者
投
票
を
行
う
・
こ

と
が
で
き
ま
す
。

□
不
在
者
投
票
か
で
き
る
方

▼
投
蒙
日
に
、職
務
や
業
務
に
従
心
J
す

る
方

▼
投
票
卜
に
や
む
を
得
な
い
川

務
で
区
外
へ
旅
行
中

、
滞
在
中
の
方

▼
病
気
、
妊
娠
、
身
体
の
障
害
な
ど
の

た
め
、
投
票
日
当
日
に
歩
く
こ
と
か
困

難
な
方

▼
虻
立
K

か
ら
転
出
し
た
方

で

、
足
立
区
に
投
票
資
格
の
あ
る
方

□
不
在
者
投
票
の
方
法

▽
印
か
ん
と
人
場
整
理
券
(
‥
朏
い
て
い
る
場

合
)
を
お
持
ち
の
う
え
、選
挙
管
理
委

員
会
(
K
役
所
三
階
)
ま
で
お
い
で
く
だ

さ
レ
。ま
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

に
入
っ
て
い
る
方
で
、
そ
の
施
設
が
不

在
者
投
票
の
指
定
施
設
に
な
っ
て
い
れ

ば
そ
こ
で
投
票
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

受
付
期
限
　
卜
二
月
卜
七
日
ま
で

受
付
時
間
　
午
前
八
時
ニ
ト
分
I
午
後

五
時
(
土
曜
・
日
曜
日
も
同
様
)

受
付
場
所
　
足
立
。区
選
挙
管
理
委
員
会

(区
役
所
三
階
)

◎
郵
便
投
票
(
身
体
か
不
自
由
な
方
)

身
体
が
不
自
由
な
方
で
、
次
の
理
由
に

該
当
す
る
方
は
、
家
に
い
た
ま
ま
で
投
票

で
き
ま
す
。

□
郵
便
投
票
が
で
き
る
方

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
両

下
肢
、
体
幹
の
障
害
程
度
が
一
級
、
ま
た

は
二
級
の
方
、
お
よ
び
心
臓
、
じ
ん
臓
、

呼
吸
器
の
障
害
程
度
が
一
級
上
二
級
の
方

□
郵
便
投
票
の
方
法

▽
投
票
に
は
、
郵
便
投
票
証
明
書
が
必
要

で
す
。
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
お

早
め
に
送
挙
管
理
委
員
会
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
、

▽
す
で
に
郵
便
投
票
証
叫
R
‥を
お
持
ち
の

方
は
、
卜
二
月
卜
四
川
(
投
票
日
の
四

日
前
)
ま
で
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
て

く
だ
さ
い
、

きれいな選挙で
明るいまちを

不在者投票のできる指定病院( 老人ホーム)

<
投
票
の
順
序
>

あなたの投票所を確かめましょう=投票区域一覧

◎ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。


